
介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」という。）は、６５歳以上のすべての方

を対象とした、市町村が実施する事業です。 

介護保険の認定を受けていなくても一人ひとりの生活に合わせた事業を利用できるようになりま

す。地域で自分らしく暮らし続けていくために、総合事業を利用して自立した生活を続けましょう！ 

 

＜総合事業の目的＞ 

２０２５（平成３７）年には団塊世代が７５歳を迎えるなど高齢化が進行していく中、要支援

者等の高齢者の多様な生活支援のニーズを地域全体で支えることを目的として、介護保険法の改

正により、予防給付サービスのうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護を市町村事業（地域

支援事業）に移行した「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」を併せて市

町村ごとの独自サービスとして実施します。 

 

＜介護予防・生活支援サービス事業の対象となる方＞ 

①現在、要支援１・２の認定を受けていて、介護予防サービスのうち、訪問介護・通所介護のサ

ービスを利用している第１号被保険者（６５歳以上）の方 

→介護保険認定が有効期間中の人は、引き続き介護予防サービスが利用できます。 

 現在の有効期間を確認し、担当ケアマネジャーとご相談のうえ、認定の更新又は総合事業の利

用の手続きをしてください。 

※第２号被保険者（４０歳以上６５歳未満の方）は要介護認定申請を行ってください。 

②今後、介護予防サービスのうち、訪問型・通所型サービスのみ利用を希望する第１号被保険者

（６５歳以上）の方 

→新たに総合事業の利用をするためには、最初に基本チェックリストの実施や申請手続きが必要

になります。実施した基本チェックリストにより「事業対象者」と判断された方が対象となりま

す。 

※事業対象者とは・・・６５歳以上の方で、心身の状況、そのおかれている環境その他の状況か

ら、要支援（要介護）状態となることを予防するための援助を行う必要があると「基本チェック

リスト」の実施により該当した方をいいます。 

 

＜サービスの移行時期＞ 

長泉町では平成２９年４月１日から以下のサービスを総合事業に移行します。平成２９年４月以

前から予防給付サービスを利用している要支援者については、その方の認定更新等までは、今ま

で利用されていた予防給付をそのまま利用することが出来ます。 

・介護予防訪問介護（ホームヘルプ）⇒訪問型サービス（現行の訪問介護相当のサービス） 

・介護予防通所介護（デイサービス）⇒通所型サービス（現行の通所介護相当のサービスもしく

は緩和した基準によるサービス） 

 



＜サービス利用の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ケアマネジャーがいらっしゃる方はケアマネジャーとご相談の上、申請をしてください。 

 

★基本チェックリストにより「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と認められた方へは地域

包括支援センターの職員と面談を行います。 

 

＜事業対象者となったら＞ 

平成２９年４月よりサービス利用者の区分が要介護１～５、要支援１・２に加えて、「事業対象

者」が増えます。事業対象者がサービスを利用するには、介護予防ケアマネジメント依頼届出書の

提出が必要です。地域包括支援センターの職員等と相談をしていただきます。 

なお、総合事業以外の介護保険サービスの必要性が生じた場合は、認定申請をして区分を変更す

ることが可能です。 

支給限度額（介護保険内でサービス利用できる限度額）は要支援１・２では認定区分ごとに設定

がありますが、「事業対象者」となった場合は要支援１と同様の支給限度額となります。 

総合事業の利用に関する窓口は、長泉町役場長寿介護課となりますので、直接お問い合わせくだ

さい。 

 長泉町役場長寿介護課連絡先☎０５５－９８９－５５１１ 

 

６５歳以上の人及び要支援認定者 

長泉町長寿介護課窓口に相談します 

デイサービスやホームヘルプサービスのみ利用する 

いいえ 又は 

明らかに要介護状態の場合 

はい 

要介護（要支援）認定申請をします 基本チェックリストを受けます 

（認定審査を通さないため、迅速なサービスの利用が可能） 

要支援認定を受けた方 

・訪問看護、福祉用具貸与、ま

たは購入など、全国一律の介護

予防サービス 

・介護予防・生活支援サービス

事業による訪問型・通所型サー

ビス 

を受けることが出来ます。 

介護予防・生活支援サービス 

事業対象者 

・介護予防・生活支援サービス事業に

よる訪問型・通所型サービス 

を受けることが出来ます。 

訪問・通所型サービス以外の介護予防

サービスを利用したい場合は要介護

（要支援）認定申請を受ける必要があ

ります。 

基本チェックリスト 

非該当 

６５歳以上のすべて

の人が一般介護予防

事業を利用できます。 

非該当 

現在要支援１・２の認定をお

持ちの皆様は、更新手続きを

する際には今どのようなサー

ビスを利用しているかを窓口

で職員にお伝えください。 

該当 該当しない 



新しい総合事業で利用できるサービス 

 

介護予防・生活支援サービス事業 

＜対象者＞ 

①要介護認定の要支援１・２の認定を受けた方 

②基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方 

 

＜サービス内容＞ 

●総合事業訪問介護サービス 

訪問介護員による掃除、洗濯など利用者が自力では困難な行為について、 

自立のためのホームヘルプサービスを提供します。 

●総合事業通所介護サービス 

 通所介護施設において生活機能向上のための体操や筋力トレーニングを行います。 

●通所型サービス A（緩和した基準によるサービス） 

 高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資するサービスを行います。 

 （レクリエーション、運動、創作活動、趣味活動等） 

 

一般介護予防事業 

＜対象者＞ 

６５歳以上のすべての方 

 

＜サービス内容＞ 

●健やか脳教室 

 認知症についての理解や認知症の予防についての講話、運動を行います。 

●健口教室 

 口腔機能向上についての講話、口の体操を行います。 

●介護予防講演会 

 認知症予防、口腔機能向上についての講演会を行います。 

 

地域の皆さんと一緒に取り組む一般介護予防事業 

お住まいの各地域での介護予防の活動を支援します。 

 

●ひらめき！脳広場 

認知症予防のための脳トレと有酸素運動を組み合わせたトレーニングを行う自主グループです。 

●ちょいトレ！楽らくクラブ 

転倒予防に関する運動を中心に、楽しく身体づくりをしていく自主グループです。 


